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那覇市小学生バレーボール連盟規約 

 

第1章 名称及び事務局 

 

第１条 本連盟は、那覇市小学生バレーボール連盟という。 

第２条 本連盟の事務局は、会長の定めるところに置く。 

 

第2章 目  的 

 

第３条 本連盟は、那覇市内における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレー

ボールの普及発展及び強化を図ると共に、小学生及び指導者相互の交流を図り

心身の健全な発達に寄与し、その育成に務めることを目的とする。 

 

第3章 事  業 

 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）小学生バレーボール競技大会の開催 

（２）小学生バレーボール教室の開催 

（３）小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催 

（４）小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催 

（５）那覇市教育委員会、沖縄県小学生バレーボール連盟、 

那覇市スポーツ少年団等の開催する事業への参加 

（６）その他、必要な事業 

 

第4章 組  織 

 

第５条 本連盟は、那覇市バレーボール協会及び、沖縄県小学生バレーボール連盟に加

入し、那覇市内の小学生を主体に結成された小学生バレーボール団体を持って

組織する。 

 

（地 区） 

第６条  本連盟は、那覇市内を 4地区（ブロック）に分ける。 

（１）首里地区 

大名小・城北小・城西小・城南小・石嶺小・城東小・松島小 

（２）湾岸地区 

曙小・安謝小・若狭小・那覇小・開南小・城岳小・銘苅小・泊小・壼屋小・ 

神原小・天妃小・天久小 

（３）小禄地区 

さつき小・垣花小・金城小・小禄小・高良小・宇栄原小・小禄南小 
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（４）真和志地区 

真嘉比小・大道小・真和志小・古蔵小・仲井真小・松川小・識名小 

与儀小・上間小・真地小 

 

第5章 役  員 

 

（種別及び定数） 

第７条  本連盟には、次の役員を置く。 

（ １ ）会長１名 

（ ２ ）副会長３名 

（ ３ ）理事長１名 

（ ４ ）副理事長１名 

（ ５ ）事務局長 1名・会計 1名 

（ ６ ）各委員長４名（総務・競技・審判・普及強化） 

（ ７ ）コンプライアンス長１名 

（ ８ ）那覇市スポーツ少年団派遣理事１名 

（ ９ ）監事２名 

（１０）顧問若干名 

（１１）参与若干名 

 

（任 期） 

第８条  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２．任期途中で退任する場合は、後任者は前任者の残任期間までとする。 

 ３．任期満了になっても、後任者が就任するまで、その職務を遂行する。 

 

（会 長） 

第９条  会長は、役員選考委員会（以下選考委員会）が理事会に推薦し、承認後、 

総会での承認を得る。 

２．会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。 

 

（副会長） 

第１０条   副会長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。 

 

（理事長） 

第１１条   理事長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。 

２． 理事長は、本連盟全般の事務全般の執行状況を把握し、本連盟の円滑な 

運営に努めなければなら。 

３． 理事長は、緊急事項について、会長と相談の上、先行執行することが 

できる。ただし、次期理事会で承認をえるものとする。 
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（副理事長） 

第１２条   副理事長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２． 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合は、 

その職務を代行する。 

（会計） 

第１３条   会計は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２． 会計は、理事長の事務運営に関する職務を補佐し、本連盟の円滑な 

運営に努めなければなら。 

 

（各委員長） 

第１４条   各委員長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２．各委員長は、事業及び会務を処理する。 

 

（コンプライアンス長） 

第１５条   コンプライアンス長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを 

委嘱する。 

２．コンプライアンス長は、事業及び会務を処理する。 

 

（監 事）     

第１６条   監事は、会長が理事会に提案し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２．監事は、本連盟の収支決算及び会計事務、帳簿類、財産管理について 

監査する。 

３．監事は、独立した組織として活動し、理事の兼任はできない。 

 

（顧 問）    

第１７条   顧問は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２．顧問は、会長の諮問に応じる。 

 

（参 与）    

第１８条   参与は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。 

２．参与は、会長の諮門に応じる。 

 

（常任理事）   

第１９条   常任理事は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局・会計を 

持って構成する。 

 

（理 事）                            

第２０条   理事は、常任理事・各委員長・コンプライアンス長・ 

那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。 

    

第２１条 選考委員会規定は別に定める。 
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第6章 会  議 

   

第２２条 本連盟には、次の会議を置く。 

（１） 総会 

（２） 理事会 

（３） 常任理事会 

（４） 三役会 

 

（総 会）  

第２３条  総会は、本連盟の役員及び全会員（各チーム代表者１名）をもって 

構成し、毎年 1回（年度初め）開催する。 

２．総会は、会長が招集し、議長となる。 

３．総会は、書面による評決ができる。 

４．総会は、次の事項を審議決定する。 

（１） 事業計画及び事業報告 

（２） 予算及び決算（監査報告含む） 

（３） 役員の決定 

（４） 規約の改正 

（５） その他 

５．会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

６．総会は、構成員の過半数が出席（委任含む）し、出席者の過半数で議事を

可決することができる。ただし、規約改正の第３４条による。 

     

（理事会）  

第２４条  理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各委員長・会計・ 

コンプライアンス長・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。          

２．理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

３．理事会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の賛成に 

より決定する。 

４．理事会は、書面による評決ができる。その評決の結果は理事会の 

議決となる。 

５．理事会は、本連盟の重要事項を審議する。理事会の議決がない議事に 

ついては、総会に提案する事はできない。 

６．理事会の審議事項。 

（１）各種事業 

大会・講習会・研修会等 

（２）役員の選出 

（３）予算（案）・決算（案） 

（４）規約の改廃 

（５）その他 
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（常任理事会）  

第２５条  常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・ 

会計をもって構成する。 

２．常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

３．常任理事会の審議事項は、次のとおりとする。 

（１）常務の処理 

大会・講習会・研修会等の提案 

（２）緊急を要する事項 

（３）総会付議事項の作成 

（４）その他 

４．企画立案した審議事項は、理事会に提案し承認を得る。 

 

（三役会）    

第２６条  三役会は、会長・副会長・理事長をもって構成する。 

２．三役会は、会長が招集し、理事長が議長となる。 

３．三役会の審議事項は、次のとおりとする。 

（１）緊急を要する事項 

（２）理事会付議事項の作成 

（３）他団体との共催・後援事業について 

（４）その他 

 

第7章 各委員会及びコンプライアンス 

    

第２７条  本連盟には、以下の各委員会及びコンプライアンスを置くことができる。 

（１）総務委員会 

（２）競技委員会 

（３）審判委員会 

（４）普及強化委員会 

（５）コンプライアンス 

２． 各委員会及びコンプライアンスは、本連盟の事業を遂行するために必要

な事項を分担し、理事会の承諾を得て処理執行する。 

３． 各委員会は、次の役員を置くことができる。 

（１） 委員長 １名       

（２） 副委員長１名 

（３） 地区長 １名          

（４） 委 員 各地区にて分担 

４．コンプライアンス長は責任者１名とする。 

５．各委員会は、各事業の前に各委員長が招集し会務を行う。 

６．各委員会等の細則（仕事内容等）は、別に定める。 
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第8章 表彰規定 

   

第２８条  本連盟の充実発展のために、尽力した団体及び個人を表彰する。 

２．表彰規定は、別に定める。 

 

第9章 コンプライアンス規定 

   

第２９条  本連盟は、本連盟の活動に対し、信用を失墜するような行為をした者には、

コンプライアンス規定に照らして対処するものとする。 

２．コンプライアンス規定に抵触する者への処分については、 

「登録者処分基準表」を基に判断する。 

３．「登録者処分基準表」については、別に定める。 

４．コンプライアンス規定については、別に定める。 

 

第10章  登録移籍規定 

   

第３０条  本連盟の加盟登録については、別に定める。 

 

第11章  会  計 

 

（経 費）   

第３１条  本連盟の経費は、次のものを持って充てる。 

（１） 本連盟登録料 

（２） 大会参加料 

（３） 協賛金及び補助金 

（４） 寄付金 

（５） その他 

 

（会計年度）    

第３２条  本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（会計監査）   

第３３条  本連盟の会計監査は、毎年総会前に行う。 

 

（予 算）    

第３４条  本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承諾を得られなければ 

ならない。 

また、決算は、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。 

２．予算・決算は、理事会の承認後、総会で審議決定するものとする。 
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（旅 費）   

第３５条  本連盟は、本連盟役員等が業務を行う上で必要ある旅費を支給する。 

２．旅費規程は、別に定める。 

 

第12章  本規約の改正 

   

第３６条  本連盟の規約は、総会出席者の３分の２以上の承認を得て変更する 

ことができる 

 

附   則 

本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。 

この規約は、１９８７年４月１日より施行する 

１．   １９９１年４月 一部改正 

２．   １９９３年４月 一部改正 

３．   ２００１年４月 一部改正 

４．   ２００６年４月 一部改正 

５．   ２００７年４月 一部改正 

６．   ２００９年４月 一部改正 

７．   ２０１２年４月 一部改正 

８．   ２０１４年４月 一部改正 

９．   ２０１６年４月 一部改正 

１０． ２０２１年５月 全面改正 

１１． ２０２３年５月 一部改正 

１２． ２０２５年５月 一部改正 


